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衆
議
院
議
員
内
山
晃
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提
出
老
齢
基
礎
年
金
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受
給
資
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関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

基
礎
年
金
制
度
は
、
老
後
の
生
活
の
基
礎
的
な
部
分
に
対
応
し
た
全
国
民
共
通
の
給
付
を
、
現
役
世
代
で
公
平
に
支
え
る

仕
組
み
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
被
用
者
年
金
制
度
の
老
齢
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者

等
を
除
い
て
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
四
十
年
間
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
同
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
保
険
料
納
付
済
期
間
と
保
険
料
免
除
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間
（
以
下
「
被
保
険

者
期
間
」
と
い
う
。
）
が
二
十
五
年
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
老
齢
基
礎
年
金
の
支
給
要
件
に
つ
い
て
は
、
基
礎
年

金
制
度
導
入
前
の
国
民
年
金
の
老
齢
年
金
の
支
給
要
件
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
保
険
料
納
付
を
で
き
る

限
り
年
金
受
給
権
の
発
生
に
結
び
付
け
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
短
い
保
険
料
納
付
済
期
間
を
支
給
要
件
と
す
る
の

で
は
老
齢
基
礎
年
金
の
額
が
低
額
な
も
の
と
な
り
、基
礎
年
金
制
度
の
役
割
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
、

受
給
者
へ
の
給
付
に
要
す
る
費
用
を
賄
う
た
め
の
保
険
料
の
確
保
を
安
定
的
に
行
う
こ
と
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
設
け
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一



三
に
つ
い
て

一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
基
礎
年
金
制
度
は
、
老
後
の
生
活
の
基
礎
的
な
部
分
に
対
応
し
た
全
国
民
共
通

の
給
付
を
現
役
世
代
で
公
平
に
支
え
る
仕
組
み
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
被
用
者
年
金
制
度
の
老
齢
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
の
受
給
権
者
等

を
除
い
て
、
二
十
歳
か
ら
六
十
歳
に
達
す
る
ま
で
の
四
十
年
間
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
上
で
、
被
保
険
者
資
格
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者

（
以
下
「
第
一
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
は
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
同
法
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
被
保
険
者
は
同
法
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長

官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
第
二
号
被
保
険

者
（
以
下
「
第
二
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
の
事
業
主
が
、
社
会
保
険

庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
期
間
が
二
十
五
年
を
超
え
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
一
号
被
保
険
者

二



は
国
民
年
金
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
号
被

保
険
者
の
う
ち
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
い
て
も
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
、
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
を
使
用
す
る
事
業
主
は
そ
れ
ぞ
れ
保
険
料
の
半
額
を
負
担
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
事

業
主
に
は
、
被
保
険
者
が
負
担
す
る
分
の
保
険
料
と
自
己
が
負
担
す
る
分
の
保
険
料
を
納
付
す
る
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
保
険
者
期
間
が
二
十
五
年
を
超
え
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
期
間
に
つ
い
て
加
入
を
要
せ
ず
、
ま

た
、
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
の

被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
を
有
す
る
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
被
用
者
年
金
制
度
の

受
給
資
格
要
件
た
る
期
間
を
満
了
し
た
場
合
、
同
法
の
被
保
険
者
と
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
受
給
資
格
要
件

た
る
期
間
満
了
後
の
期
間
に
つ
い
て
国
民
年
金
に
加
入
を
要
し
な
い
期
間
が
存
在
す
る
。

三


